
会員細則-1 

 

 

                                               

一般社団法人日本神経学会 会員に関する細則 

 

平成２２年５月１９日制定 

                                          （平成２３年５月１７日改正） 

 (総則) 

第１条 この細則は、一般社団法人日本神経学会(以下、「当法人」という)の定款第７条、第８

条、第９条、及びその他で規定している会員に関する事項を定める。 

 

(名誉会員、功労会員) 

第２条 定款第７条第１項第２及び３号に規定する名誉会員・功労会員は、以下に該当するも

ののうち、代表理事が理事会に推薦し、理事会の議を経て、社員総会で議決・承認されたも

のとする。 

（１）名誉会員候補者は、当法人の運営と発展に貢献した役員経験者もしくは外国人とし、か

つ役員経験者においてはその年の定時学術大会開催月内に６５歳を超えるものとする。 

（２）功労会員候補者は、その年の定時学術大会開催月内において６５歳を越えるもので、当

法人の運営と発展に功労のあった正会員とする。 

２ 代表理事は、必要と認めたときは、名誉会員と功労会員に対して社員総会への出席を要請

し、発言を求めることができる。ただし、名誉会員と功労会員は、社員総会の評決に加わる

ことはできない。 

 

(准会員の資格) 

第３条 定款第７条第１項第６号に定める准会員について、医学部及び医療関連学部に所属

する大学生及び大学院生が当法人の准会員として入会できる期間を次のとおり定める 

（１）学部学生の場合、入会から学部卒業予定年度の３月末までとする。 

（２）大学院生の場合、入会から大学院卒業予定年度の３月末までとする。 

（３）留年もしくは大学院進学等の理由で、入会申請時の予定期間を超えて准会員として資格

維持を希望するものは、所定の書式により延長願いを提出して代表理事の承認を得なけれ

ばならない。 

２ 准会員が医師免許を取得した場合、同年３月末で准会員としての資格を喪失する。 

 

（正会員への移行） 

第４条 医師免許を取得した准会員が正会員として入会を希望する場合は、定款８条に準じて

新たに入会の手続きを要する。 
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(会員の権利) 

第５条 定款第７条第３項に定める会員の権利を次のとおり定める。 

(１) 正会員、名誉会員、功労会員 

① 本学会が刊行する機関誌及び図書等の優先的配布を受けることができる。ただし、会費

滞納の間はこれを停止する。 

② 当学会ホームページの会員専用ページ公告欄を閲覧することができる 

③ 当学会が主催する学術集会及びその他の事業に参加できる。 

④ 日本国内に居住する正会員、名誉会員、及び功労会員は、代議員を選出する権利を有

する。 

（２）准会員  

代議員の選挙権と被選挙権を有しないが、他は正会員と同じとする。 

（３）購読会員  

機関誌の配布を受ける権利を有するのみ。 

 

(会費)  

第６条 定款第９条に規定する会員の年会費に関する事項を次のとおり以下に定める。 

（１）個人会員   

理   事     年会費   １８,０００円 

代議員  年会費   １７,０００円 

正会員  年会費   １６,０００円 

准会員  年会費    ５,０００円 

（２）購読会員 

団 体  年会費   ２０，０００円 

２ 前項の会費は、別に定める期日までに、指定する方法で全額を納入するものとする。但し、

新規会員については、入会時に納入するものとする。 
３ 正会員が、各事業年度の４月１日現在で２年を超えて年会費を滞納したときは、理事会の

承認を経たうえ、退会したものとみなす。 

 

 

(会員の所属支部) 

第７条 正会員は以下の基準に従い、いずれかの支部に所属するものとする。ただし、国外に

居住する正会員についてはこの限りではない。 

（１）所属支部は主たる勤務地を原則とする。 

（２）上記に該当しないものは、居住地による。 



会員細則-3 

 

 

２ 同時に複数の支部会員を兼ねることはできない。 

 

 

(休会と復帰) 

第８条 本会の会員は海外留学、療養またはその他の理由で、本会の会員としての義務を遂

行できない場合には、休会を申請することができる。 

２ 休会期間の会費は免除とする。ただし、その期間は当法人会員としての資格及び権利は停

止するものとする。 

３ 休会を申請する会員は、所定の書式に従い必要事項を記載して速やかに学会事務局宛て

に届け出なければならない。 

４ 休会した会員が復帰する場合は、復帰願いを提出するものとする。 

５ 休会期間は、休会の申請を学会事務局が受理した日から、３年までとする。 

６ 休会期間が３年を超えたものは退会したものとみなす。但し、正当な理由がある場合には

復帰を申請できるものとする。 

 

(会員の義務) 

第９条 会員は、社員総会の議決を遵守し、当学会の定款及び規則等に定められているところ

の義務を負う。 

２ 住所、氏名、所属機関、所属支部、機関誌送付先に変更がある場合には、指定した書式に

より当法人事務局へ速やかに届け出なければならない。 

３ 会費未納者および休会者は、その期間中の選挙権、被選挙権、役員、代議員及び委員会

委員となる資格を停止する。 

 

第１０条 この細則に定めがなく、実施上必要な事項は、理事会の定めるところによる。 

 

 (細則の変更) 

第１１条 この細則の変更は、理事会の議を経て、社員総会の承認を要する。 

 

附 則 

１ この細則は、平成２２年５月２０日より施行する。 

２ 第６条第１項（２）で定める購読会員の会費の額は、平成２３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この細則は、平成２３年５月１８日から施行する。 

２ 第６条第３項の規定は、平成２７年４月１日から施行し、施行日までの移行措置として、次に
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該当する正会員は、理事会の承認を経たうえ、退会したものとみなす。 

（１）平成２４年４月１日現在で５年を越えて年会費を滞納している者。 

（２）平成２５年４月１日現在で４年を越えて年会費を滞納している者。 

（３）平成２６年４月１日現在で３年を越えて年会費を滞納している者。 


